
入札結果表（入札額の高額順に並び替え） 
（地域介護福祉空間施設および子育て支援センター建設工事） 

 指名業者 入札額 比率 ％ 1億 7840万に対
する比率 

６ （株）辻正 1億 7780万 99.887 99.66 
５ （株）土屋組滋賀彦根支店 1億 7530万 98.483 98.26 
４ （株）長組 1億 6500万 92.696 92.48 
３ 丸平建設（株）滋賀支店 1億 5700万 88.202 88.00 
２ 淀建設工業（株）滋賀支店 1億 5219万 85.500 85.30 
落札 （株）浜野工務店 1億 5164万 85.191 85.00 
失格 （株）マルヤマ甲良営業所 1億 5150万 85.112 84.92 
失格 辻寅建設（株）彦根支店 1億 5131万 85.005 84.81 
失格 岐建（株）滋賀支店 1億 4780万 83.033 82.84 
辞退 （株）秋村組彦根支店 ― ―  
取抜き （株）伊藤組 ― ―  
◆公表予定価格は１億7,800万円 （公表予定価格＋40万円＝１億7,840万円） 

◆失格＝最低制限価格を下まわって入札した社 

◆比率＝予定価格に対する比率 

◆最低制限価格は1億5,164万円 
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検察審査会の的確な判断 

検察審査会の議決を改めて読みな

おしましたが、大変素晴らしい議決

だと感じました。ページに沿って、

みなさんと読み合わせながら、逐条

的に私なりの解説をしたいと思いま

す。 

マスコミ報道では不起訴不当の理

由として「工務店が短期間のうちに

大規模工事の入札に参加可能にな

り、安易に想像できない最低制限価

格と同額で入札したことに不信感を

もった」と書かれていますが、これ

は紙面等の関係で多くを書くことが

できず、中心点だけに留まったもの

と見られます。実は、百条委員会が

認定したほぼ全てにわたり告発人主

張の正当性や事実関係を肯定した上

で「不起訴不当」の議決を下しています。

その詳しい内容を見ていきましょう。 

４人ともを不起訴不当に 

被疑者4人とも全員を不起訴不当としま

した。 

偽証罪も 

 さらに、談合罪等に関し不起訴不当とし

たことの当然の帰結として、百条委員会で

の証言を偽証罪で甲良町議会が告発した

ことを検察が不起訴処分としたことに関

しても、不起訴不当と議決しました。審査

申立では議会の偽証罪告発に関する不起

訴処分に対しては、審査申立の対象にして

いなかったのです。いえ、これは議会の議

決が必要なことから、できなかったと言っ

た方が正確です。ところが、検察審査会は、

偽証罪について申立ナシでも審査の対象

にしたのです。これが「職権による審査」

といいます。これは検察審査会が大変強い

関心を抱いている証拠だと見ています。 

≪第１ 被疑事実の要旨≫ 

 百条委員会が指摘をした内のほとんど

の被疑事実を認定しました。これは読ん

でいて私たちが告発した文書なのかと思

ってしまうぐらいです。以下の被疑事実

を判断の基礎としたものです。 

①元事務局長を含め、5人の「共謀の上」

という事実。 

９月２７日、検察審査会の「不起訴不当」議決について、党議員団主崔によ

る報告会が開かれ、この課題で一致する議員から、口頭で、あるいは書面で「と

もに頑張りましょう」などのメッセージが寄せられました。１１人が参加。丸

山光雄議員が会開あいさつを行いました。報告要旨を紹介します。 
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②「株式会社浜野工務店に落札させよう

と企て」たこと。 

③「同社の格付けを引き上げた上、同入

札の指名業者に選定し」たこと。 

④その談合のやり取りを「甲良町議会事

務局において」おこなったこと。 

⑤「予定価格の８５％を狙ってくる」「公

表した予定価格にプラスされた 40 万円

のことは他の業者は知らない」「最低制限

価格は町が公表しないから大丈夫」など

の重要な３つの会話内容。 

⑥上記⑤の会話内容を被疑者濱野圭市に

「申し向け」たこと。 

⑦そして一番肝心な「本件工事の最低制

限価格が事前に公表された予定価格の１

億 7800 万円に４０万円を加算した１億

7840万円の85％である15164万円である

旨教示」するという談合罪の核心部分を

判断材料に採用しました。これは上記⑤

の内容会話の真相を裏付け、また、会話

がこの「教示」した事実を補強するとい

う関係をズバリ認定したものです。 

⑧結論として「偽計を用いて公の入札の

公正を害すべき行為をした。」と認定して

います。 

「②」～「⑤」までは被疑者 4 人それぞ

れの偽証罪に関し、「自己の記憶に反する

虚偽の陳述」によって偽証したことを認

定しました。 

≪第２ 検察審査会の判断≫ 

１、浜野工務店をＡランク工事に指名した

ことについて 

ランクアップが発端 
「国交省通達に基づく事務手続きであ

り」と何の根拠も理由も検討しないまま野

瀬主監の言い分を採用し、その結果「直ち

に不起訴を不当とするものではない」と導

いており、この判断は容認することができ

ません。にもかかわらず、「事項以降の疑

義により」として、「事務手続き」との相

違・矛盾を率直に表明した上で、「そもそ

もランクアップさせたことが本件被疑事

実の発端となるものと考える」との判断を

示しました。 

（浜野工務店以外の）業者に
分からないような歩切り 
２、予定価格漏洩（ろうえい）等について 

（１）被疑者野瀬が「業者に最低制限価

格を読まれないようにするため」という官

製談合の核心部分での行政側の中心人物

の意図を明確に認定した上で、「決済額を

変更」したことも認定し、「従前の決定方

法によらず」という事実関係についても百

条委員会の決定を擁護しました。その上で

「今回に限り意図的に業者に最低制限価

格が分からないような歩切りをしたもの

と思われ」と判断しています。そして被疑

者山崎がこの予定価格決定にどんな関与

をしたのか明らかにすることを求め、「調

書作成およびその秘匿についての責任を

追及する必要があると考える」と検察に踏

み込んだ捜査を求めています。 

４０万円カットの 
からくりも 

（２）工事入札の最低制限価格の設定

が積算価格の８５％としたことを「地元

企業の育成を目的」と単純に認めながら

も（実際は「地元企業育成」は口実に過

ぎないのだが）浜野工務店の次の２番札

との差・「０．０２％安い入札金額を失

格とすること」（表面の「入札結果表」

を参照）がダンピングなどで適正な工事

が行われない可能性があるなどという

理由にはならないとして退け、被疑者野

瀬の言い訳である「40万円の歩切り」は

「積算価格が安易に分からないように

したという正当性の主張は、返って公平

性及び経済性の侵害にしかなっていな

い」と断定しました。これは、行政が行

う「入札」という行為が参加した業者全

てが公平な競争と入札の結果得られる

であろう「より安い価格」で請け負う業

者に発注し、公金の節約を図る「経済性」

を追求する「地方自治法」の要請を誠実

に反映した判断と言えると思います。 

「ついほんとうの 
ことを･･･」裏ずけ 

（３）山口透に話し録音された事実

を「よほどの身の危険を感じない以

上、自己が犯罪となる重要な内容の発

言はしないものと考え、その真実につ

いては疑問が残る」として、言ったか

どうか判断が全くつかないという表

現ではなく、「4人しか、知らんこと」

と録音されているのは被疑者野瀬が

事実と違うことを口走ったと主張し

ていることに「疑問が残る」と判断し

たのです。被疑者野瀬が「つい本当の

ことを言ってしまった」と明かした宮

嵜議員（当時）証言が真相なのだと確

信を持たせてくれる部分です。 
議会事務局での 
行為を批判 

（４）議会事務局における会話を事

実として認定したことは重要で、「そ

もそも決済事務に関与しない議員が

事務局の事務手続きの詳細について

疑問点も指摘せず問い合わせること

が不自然である。」と厳しく、議長副

議長の越権行為を指摘しています。 

（５）「浜野工務店は、最終的には

従前の工事の予定価格と落札価格か

ら推測される落札率等により入札が

行われたことは、供述調書上も明らか

である。」 

【次回に続く】 


